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広告広告
糸満市の総合情報マガジン「広報いとまん」

有料広告募集
1号広告

50mm×170mm規格
2号広告

50mm×85mm規格

株式会社 琉球若草 ☎0980-43-0792問い合わせ

お知らせひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助
事業について
保育こども園課 840-8131 1001

内容　要件を満たすひとり親家庭に対して、認可外
保育施設利用料の全部または一部を減免します。
要件　次の①～③をすべて満たす人
　①児童扶養手当受給者または母子および父子家
　庭等医療費助成受給者

　②糸満市において、子ども・子育て支援法第19
　条第1項第2号または第3号にかかる支給認定
　を受けた子どもの保護者で、教育・保育の無償
　化対象とならない人

　③②の子どものうち、認可保育所の利用申し込み
　をしているが、定員に空きがないなどの理由で、
　認可外保育施設を利用している子どもの保護者

その他　申請した月の翌月から該当となります。
旧優生保護法一時金について
沖縄県子育て支援課母子保健班
866-2475 21799

内容　「旧優生保護法一時金支給法」に基づく一時
金支給の請求期限が5年延長されました。新たな
期限は次の通りです。
延長後の請求期限　令和11年4月23日

住民税申告受け付けを再開しました

内容　令和6年度住民税申告について、6月3日（月）
から受け付けを再開しています。2月から3月の期
間中に申告できなかった人や住民税の修正が必
要な人は、必要書類を持参の上、税務課窓口に
てお手続きをお願いします。
その他　所得税の申告は、那覇税務署となります。

税務課 840-8128 21794

令和6年度から森林環境税が導入されます

内容　本年度から森林の整備および、その促進に
関する施策の財源として、森林環境税が年額
1000円課税されます。森林環境税の税収は、全
額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村
へ譲与されます。

税務課 840-8128 20004

新規就農関連事業説明会を開催します

内容　これから農業を始める人、もしくは農業経営
開始から5年以内の新規就農者を対象とする事
業の説明会を実施します。

日時　6月13日（木）　14時開始
場所　市役所3階　３－C会議室
主な説明内容　認定新規就農者制度、新規畑人資
金支援事業（経営開始資金）、経営発展支援事業

農政課 840-8134 15028

ハブに注意しましょう

内容　沖縄県には猛毒を有するハブが生息し、年間
約50人のハブ咬症患者が発生しています。暖か
くなるこの時期にハブの行動が活発となり、ハブ
咬症患者が多く発生しています。草刈りやネズミの
駆除など、敷地内の環境整備を行い、ハブが生
息・侵入しにくい環境を整えましょう。また、田畑
や山野、草地などへ出入りする場合などは、十分

市民生活環境課 840-8124 22778

に注意するよう心がけましょう。
もしハブに咬まれた場合は、
激しい動きをせず、身近な人
に助けを求め、早急に医療機
関で治療を受けましょう。

産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

内容　出産予定日または出産月の前月から4カ月間
の国民年金保険料が免除されます。出産予定日
の6カ月前からお手続き可能ですので、市民課窓
口でお早めにお手続きをお願いします。
必要書類　マイナンバーカードなどの顔写真のある
身分証明書／親子健康手帳
その他　多胎妊娠の場合は、免除期間が最大6カ
月間となります。また、代理人申請の場合は、委任
状と代理人の身分証明書が必要です。

市民課 840-8125 10012

風しん無料抗体検査などについて

内容　風しんの抗体保有率が、ほかの世代と比較し
て低い世代の男性を対象に、抗体検査・予防接
種の無料クーポン券を送付しています。公費負担
で検査などができるのは本年度までです。お早め
に検査をお願いします。
検査方法　定期健診や人間ドック時、または指定医
療機関で実施。（要予約）
接種方法　検査の結果、抗体が基準値以下の場合、
医療機関で接種。

クーポン有効期限　令和7年3月31日（月）
その他　集団健診で抗体検査を受けることはできま
せん。

健康推進課 840-8126 23077

女性の皆さまをサポートします

内容　生活や仕事、DV、子育て、介護など不安を
抱える女性への相談や居場所の提供、生理用品
などの配布を実施し、不安を解消することを目的に、
女性のつながりサポート事業を実施しています。
相談受付日時　平日　9時30分～16時30分
相談場所　福祉プラザすこやか館

NPO法人子育て応援いっぽ
987-4522（携帯：070-1592-9373）

10085
あなたの歯と口は大丈夫ですか？

内容　県内すべての世代で歯周病が増加傾向にあ
り、80歳で20本以上の歯を持つ人の割合も、全
国平均よりも少ない現状にあります。こうした現状
を踏まえて、歯と口の健康づくりのため歯周病セル
フチェックをしましょう。チェック項目は糸満市の

健康推進課 840-8126 22964

ホームページに掲載していま
す。また、沖縄県は「歯っぴ～
センター」を開設し、歯と口の
健康づくりに関する電話相談
を受け付けています。
歯っぴ～センター
　☎098-894-5789

ひとり親家庭の自立を支援します
糸満市マザーズスクエア　いいまぁる
996-2910 1030

内容　ひとり親家庭が自立するため、住宅支援のほ
か、生活支援、子育て支援、就労支援など専任の
コーディネーターによるトータルサポートを行います。
支援対象　次の①～④をすべて満たすひとり親世帯
　①市内に住所を有すること
　②18歳未満の児童を養育していること
　③児童扶養手当を受給している、または同等の基
　準を有していること

　④自立に向けた意欲があること
日時　月～金曜日　平日10時～19時
　（祝日・慰霊の日・年末年始を除く）
場所　糸満市マザーズスクエア　いいまぁる
その他　生活保護法の住宅扶助を受けている人、
公営住宅に入居している人は支援対象外です。
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1号広告
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2号広告
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株式会社 琉球若草 ☎0980-43-0792問い合わせ

お知らせひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助
事業について
保育こども園課 840-8131 1001

内容　要件を満たすひとり親家庭に対して、認可外
保育施設利用料の全部または一部を減免します。
要件　次の①～③をすべて満たす人
　①児童扶養手当受給者または母子および父子家
　庭等医療費助成受給者

　②糸満市において、子ども・子育て支援法第19
　条第1項第2号または第3号にかかる支給認定
　を受けた子どもの保護者で、教育・保育の無償
　化対象とならない人

　③②の子どものうち、認可保育所の利用申し込み
　をしているが、定員に空きがないなどの理由で、
　認可外保育施設を利用している子どもの保護者

その他　申請した月の翌月から該当となります。
旧優生保護法一時金について
沖縄県子育て支援課母子保健班
866-2475 21799

内容　「旧優生保護法一時金支給法」に基づく一時
金支給の請求期限が5年延長されました。新たな
期限は次の通りです。
延長後の請求期限　令和11年4月23日

住民税申告受け付けを再開しました

内容　令和6年度住民税申告について、6月3日（月）
から受け付けを再開しています。2月から3月の期
間中に申告できなかった人や住民税の修正が必
要な人は、必要書類を持参の上、税務課窓口に
てお手続きをお願いします。
その他　所得税の申告は、那覇税務署となります。

税務課 840-8128 21794

令和6年度から森林環境税が導入されます

内容　本年度から森林の整備および、その促進に
関する施策の財源として、森林環境税が年額
1000円課税されます。森林環境税の税収は、全
額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村
へ譲与されます。

税務課 840-8128 20004

新規就農関連事業説明会を開催します

内容　これから農業を始める人、もしくは農業経営
開始から5年以内の新規就農者を対象とする事
業の説明会を実施します。

日時　6月13日（木）　14時開始
場所　市役所3階　３－C会議室
主な説明内容　認定新規就農者制度、新規畑人資
金支援事業（経営開始資金）、経営発展支援事業

農政課 840-8134 15028

ハブに注意しましょう

内容　沖縄県には猛毒を有するハブが生息し、年間
約50人のハブ咬症患者が発生しています。暖か
くなるこの時期にハブの行動が活発となり、ハブ
咬症患者が多く発生しています。草刈りやネズミの
駆除など、敷地内の環境整備を行い、ハブが生
息・侵入しにくい環境を整えましょう。また、田畑
や山野、草地などへ出入りする場合などは、十分

市民生活環境課 840-8124 22778

に注意するよう心がけましょう。
もしハブに咬まれた場合は、
激しい動きをせず、身近な人
に助けを求め、早急に医療機
関で治療を受けましょう。

産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

内容　出産予定日または出産月の前月から4カ月間
の国民年金保険料が免除されます。出産予定日
の6カ月前からお手続き可能ですので、市民課窓
口でお早めにお手続きをお願いします。
必要書類　マイナンバーカードなどの顔写真のある
身分証明書／親子健康手帳
その他　多胎妊娠の場合は、免除期間が最大6カ
月間となります。また、代理人申請の場合は、委任
状と代理人の身分証明書が必要です。

市民課 840-8125 10012

風しん無料抗体検査などについて

内容　風しんの抗体保有率が、ほかの世代と比較し
て低い世代の男性を対象に、抗体検査・予防接
種の無料クーポン券を送付しています。公費負担
で検査などができるのは本年度までです。お早め
に検査をお願いします。
検査方法　定期健診や人間ドック時、または指定医
療機関で実施。（要予約）
接種方法　検査の結果、抗体が基準値以下の場合、
医療機関で接種。

クーポン有効期限　令和7年3月31日（月）
その他　集団健診で抗体検査を受けることはできま
せん。

健康推進課 840-8126 23077

女性の皆さまをサポートします

内容　生活や仕事、DV、子育て、介護など不安を
抱える女性への相談や居場所の提供、生理用品
などの配布を実施し、不安を解消することを目的に、
女性のつながりサポート事業を実施しています。
相談受付日時　平日　9時30分～16時30分
相談場所　福祉プラザすこやか館

NPO法人子育て応援いっぽ
987-4522（携帯：070-1592-9373）

10085
あなたの歯と口は大丈夫ですか？

内容　県内すべての世代で歯周病が増加傾向にあ
り、80歳で20本以上の歯を持つ人の割合も、全
国平均よりも少ない現状にあります。こうした現状
を踏まえて、歯と口の健康づくりのため歯周病セル
フチェックをしましょう。チェック項目は糸満市の

健康推進課 840-8126 22964

ホームページに掲載していま
す。また、沖縄県は「歯っぴ～
センター」を開設し、歯と口の
健康づくりに関する電話相談
を受け付けています。
歯っぴ～センター
　☎098-894-5789

ひとり親家庭の自立を支援します
糸満市マザーズスクエア　いいまぁる
996-2910 1030

内容　ひとり親家庭が自立するため、住宅支援のほ
か、生活支援、子育て支援、就労支援など専任の
コーディネーターによるトータルサポートを行います。
支援対象　次の①～④をすべて満たすひとり親世帯
　①市内に住所を有すること
　②18歳未満の児童を養育していること
　③児童扶養手当を受給している、または同等の基
　準を有していること

　④自立に向けた意欲があること
日時　月～金曜日　平日10時～19時
　（祝日・慰霊の日・年末年始を除く）
場所　糸満市マザーズスクエア　いいまぁる
その他　生活保護法の住宅扶助を受けている人、
公営住宅に入居している人は支援対象外です。


